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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年３月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成３０年１１月１日 ２２時５０分ごろ 

発生場所 宮城県金華
き ん か

山
さん

東北東方沖 

 金華山灯台から真方位０６６°２０７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３９°３５.０′ 東経１４５°４０.０′） 

事故の概要  漁船第五十八太
たい

幸
こう

丸は、揚網作業中、司厨長が負傷し、その後死亡

した。 

事故調査の経過 

 

 

 平成３０年１２月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第五十八太幸丸、１４４トン 

 １２８９３８、角万水産有限会社 

 ３２.００ｍ（Lr）×６.２０ｍ×２.７０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、６１７.００kＷ、昭和６３年３月２４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５８歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５７年２月１５日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年５月３０日 

  免状有効期間満了日 令和元年５月２９日 

司厨長 男性 ６４歳 

機関員 男性 ５２歳 

 死傷者等 死亡 １人（司厨長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 北東、波高 約１.５ｍ 

 事故の経過 本船は、船長、司厨長及び機関員ほか１４人が乗り組み、さんま

棒受網
ぼううけあみ

漁を行う目的で、平成３０年１１月１日０４時００分ごろ宮城

県気仙沼
け せ んぬ ま

市気仙沼港を出港した。 

 本船は、２２時２５分ごろ金華山東北東方沖の漁場に至り、漁労長

が操舵室で操業及び操船指揮に当たり、船長が上甲板左舷側で他の乗

組員全員を指揮して操業を開始し、１回目の揚網を終え、２回目の投

網を行った。 
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 船長は、本船の左舷舷縁の船首側及び船尾側にそれぞれ１つずつ設

置された揚網機（円柱型合成ゴムを回転させて漁網を船内に取り込む

サイドローラ）において、８人いる甲板員のうち１人（以下「甲板員

Ａ」という。）を船首側のサイドローラの操作に当たらせ、機関長を

船尾側のサイドローラ（以下「本件ローラ」という。）の操作レバー

（以下「本件レバー」という。）の操作にそれぞれ当たらせていた。

（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 乗組員配置状況図 

本船は、２２時４５分ごろ船長の指示により、２回目の揚網を始

め、機関長が本件ローラを操作し、司厨長が２人いる機関員のうち１

人（以下「機関員Ａ」という。）と共に左舷船尾舷縁付近において、

‘回転する本件ローラ上に巻き揚げられた漁網を両手で掴んで引きな

がら上甲板上に折り重ねて置く作業’（以下「本件作業」という。）

を行った。 

機関員Ａは、司厨長の船尾側で本件作業を続けていたところ、２２

時５０分ごろ司厨長が漁網と共に本件ローラと漁網に右腕を肩まで巻

き込まれていることに気付いた。（図２参照） 
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図２ 司厨長の右腕が挟まれた状況（再現） 

機関員Ａは、すぐに本事故の発生を大声で機関長に伝え、機関員Ａ

から報告を受けた機関長が、船長に報告するとともに本件レバーを操

作して本件ローラを停止させた後に逆転させ、司厨長が、右腕を本件

ローラから自ら外した。（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 本件レバー 

本船は、操業を中止し、船長が、海上保安庁に本事故の発生を通報

した。 

司厨長は、来援した自衛隊のヘリコプタによって自衛隊基地に移送

され、救急車で宮城県石巻市内の病院へ搬送されて治療を受けた後、

同日、宮城県仙台市内の別の病院に転送された。 

司厨長は、気管支断裂、頚椎
けいつい

骨折、胸椎
きょうつい

骨折、右上腕前腕骨骨

折、右鎖骨
さ こ つ

骨折及び右肩
けん

甲骨
こうこつ

肋骨多発骨折と診断されて入院したもの

本件ローラ 

本件レバー 

船尾側 船首側 
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の、１１月６日死亡が確認され、司法解剖の結果、死因は本事故によ

る負傷に起因するものと思われる合併した広範囲脳
のう

梗塞
こうそく

と検案され

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ 本事故発生

場所 参照） 

 その他の事項  本件ローラ（直径約０.２ｍ、長さ約２０ｍ）は、甲板上の高さが

約０.８ｍで本件ローラとブルワークとの間に約０.１ｍの隙間を設け

て設置され、海中にある漁網を甲板上に引き揚げるのを補助する漁労

機器であり、油圧で駆動され、回転方向及び回転速度の制御を操舵室

左舷側囲壁の船体中央部寄りにある本件レバーで操作するようになっ

ていた。     

本件ローラは、巻き込むときは、船首方に向かって、右回転してお

り、本件レバーで巻き込む際、本件作業で引き揚げられた漁網が、本

件ローラに巻き付いて本件ローラの下側から船外に巻き出される状況

となることがあった。（図４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 本件ローラの設置状況 

 本船は、ふだん本件作業で漁網が本件ローラに巻き付いて、本件ロ

ーラの下側から船外に巻き出され始めた際、付近にいる乗組員が、口

頭で巻き込んだ旨を機関長に伝え、本件ローラを停止させるものの、

本件ローラを作動させた状態で本件作業を続けることが度々あった。 

本船は、乗組員が、漁網が本件ローラに巻き付いて、本件ローラの

下側から船外に巻き出され始めた際、腕を本件ローラの下側から伸ば

して、船外に出ていた漁網を手で掴んで、強く引き戻すことで漁網の

巻付きが解消されていた。 

船長は、司厨長が、本事故当時、本件ローラに漁網が巻き付いて、

本件ローラの下側から船外に巻き出され始めた際、本件ローラを停止

させない状態で、漁網を手で掴んで、引き戻していたのではないかと

思った。 

船長は、ふだん漁網を巻き込んだ際、本件ローラを停止させるよう

船尾側 

船首側 
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指導を行っていたものの、これまでも手が巻き込まれる等の事故がな

かったので、本件ローラを作動させた状態でも危険はないと思い、乗

組員への周知及び指導が徹底されていなかったと本事故後に思った。

（図５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 司厨長の漁網を引き戻していた状況（船尾側からのイメー 

ジ） 

 

司厨長は、平成２６年８月本船に乗船し、約４年のさんま棒受網漁 

の経験があった。 

司厨長は、本事故当時、上下ゴムのカッパを着用し、ゴム手袋を装 

着し作業を行っていた。 

司厨長は、本事故当時、持病はなく、健康状態に問題はないように

見えた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

司厨長の死因は、本事故による負傷に起因する広範囲脳
のう

梗塞
こうそく

であっ

た。 

本船は、金華山東北東方沖において本件作業中、漁網が本件ローラ

に巻き付いて本件ローラの下側から船外に巻き出され始めた際、司厨

長が、漁網を引き戻そうとして、腕を本件ローラの下側から伸ばし

て、船外に巻き出された漁網を手で掴んだことから、漁網と共に右手

及び右腕が回転している本件ローラとの間に挟まれて、右腕が肩まで

巻き込まれ、負傷し、その後死亡したものと考えられる。 

船長は、漁網を巻き込んだ場合には本件ローラを停止させるよう指

導を行っていたものの、これまで手が巻き込まれる等の事故がなかっ

たことから、本件ローラを作動させた状態で本件作業を行っても危険

はないと思い、乗組員への周知及び指導を徹底していなかったものと

考えられる。 

本件ローラ 

ブルワーク 

揚収中の漁網 
巻き込まれた漁網 
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司厨長は、本件ローラを停止させない状態で、作業を続けることが

度々あったことから、船外に巻き出された漁網を引き戻すつもりで、

腕を本件ローラの下側から伸ばして、船外に巻き出された漁網を手で

掴んで、強く引き戻すことで、漁網の巻付きを解こうとした可能性が

あると考えられるが、司厨長が本事故後に死亡したので、司厨長の意

図を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が金華山東北東方沖において本件作業中、漁

網が本件ローラに巻き付いて本件ローラの下側から船外に巻き出され

始めた際、司厨長が、漁網を引き戻そうとして、腕を本件ローラの下

側から伸ばして、船外に巻き出された漁網を手で掴んだため、漁網と

共に右手及び右腕が回転している本件ローラとの間に挟まれて、負傷

したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、揚網作業中、サイドローラに漁網が巻き付いたことを認

めた場合、直ちに、本件ローラを停止させるよう乗組員への周知

及び指導を徹底すること。 

 ・乗組員は、揚網作業中、サイドローラに漁網が巻き付いたことを

認めた場合、直ちに、サイドローラの操作員と連絡を密に取り、

同サイドローラを停止してから漁網を外すこと。 

・船舶所有者は、サイドローラによる揚網作業において、揚収中の

網とサイドローラとの間に手を挟む危険があるので、網の固定専

用の機器やサイドローラの緊急停止装置を導入することが望まし

い。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成３０年１１月１日 

 ２２時５０分ごろ発生） 

金華山灯台 

気仙沼港 

北海道 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本事故発生場所 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


